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経済産
業省、

情報処
理技術
者試験
規則第
２条及
び第３
条

修了を認められた者が、修
了を認められた日から１年以
内に初級システムアドミニス
トレータ試験及び基本情報
技術者試験を受験する場合
は、別表に掲げる当該試験
に係る試験の科目の一部を
免除する。

ｃ -

　情報処理技術者試験規則（昭和４５年通商産業省令
第５９号）第２条第５項及び第６項の規定に基づき免除
対象履修講座の認定を受けようとする場合には、同条
第５項第３号及び第６項第３号の規定により、認定講座
開設者が経済産業大臣（独立行政法人情報処理推進
機構が試験事務を行う場合にあっては、機構。）が提供
する問題により行う修了認定に係る試験を実施すること
が必要となっている。この場合、原則、認定講座開設者
が自らの施設で直接修了認定試験を行わなければな
らないと考えられるが、テスト事業者等他の事業者が
認定講座開設者から委託を受けて修了認定に係る試
験を実施することを排除するものではないとするのが適
切である。なお、当該委託を行うにあたっては、修了試
験実施にあたって認定講座開設者が法令等により求め
られる同等の措置を実施することが条件となる。
　一方、コンピュータを利用した試験方式（ＣＢＴ）につい
ては、実際に出題する問題数の数倍の問題の作成や
出題におけるレベル設定など、解決すべき多くの課題
があり、現在情報処理技術者試験で行われているペー
パー試験方式（ＰＰＴ）に加えて更なる実施体制の整備
が必要であることから、現在の情報処理技術者試験実
施体制においてこれを実現することは不可能である。
　なお、現在、官民の役割分担の観点から実施体制の
見直しも含め、産業構造審議会情報経済分科会情報
サービス・ソフトウェア小委員会人材育成ワーキンググ
ループにおいて、試験制度全体のあり方を検討してい
るところ。

要望者より下記の再意見が寄せられており
ますので、再検討をお願い致します。
「テスト事業者等であっても修了試験を実施
できるとのご回答をいただき、ありがとうござ
います。
ＣＢＴについては、経済産業大臣（ＩＰＡ）から
問題提供を受け、テスト事業者の自助努力に
よってＣＢＴを提供するものであり、更なる過
分な実施体制の整備を経済産業大臣（ＩＰＡ）
に求めるものではありません。
また、ＣＢＴに係る課題については、ＩＰＡにお
ける検討で、択一式である午前試験のアイテ
ムバンクの充実には問題がないと報告されて
います。
これらの状況を踏まえ、経済産業大臣（ＩＰＡ）
から問題提供を受ける修了試験においては
ＣＢＴが不可能であるとのご回答について、
再検討をお願いする次第です。

また、情報処理技術者試験規則の第２条第６
項で規定されている基本情報技術者試験に
ついて回答されておりませんので、これにつ
きましても上記内容を踏まえて回答いただき
たいと思います。」

C －

本件提案については、一次回答において経済産業省令の該当
条文に係る当省の見解を示しており、本提案に関する特定事
業については法令に基づく規制はないものとするのが適切であ
る。
なお、一次回答において述べたように、情報処理技術者試験
（以下「本試験」という。）においてコンピュータを利用した試験
方式（以下「ＣＢＴ」という。）を実施するにあたっては、解決しな
ければならない課題がある。提案主体からの意見にあるＣＢＴ
に係る独立行政法人情報処理推進機構（以下「ＩＰＡ」という。）
による検討とは、平成１４年の第３回情報処理技術者試験評議
委員会発議に対する検討状況（中間報告）（ＩＰＡ）のことを指し
ているものと思われる。しかし、該当部分の「(1)アイテムバンク
の充実」は、「4.今後の課題」の項で挙げているものであり、か
つ、本試験をＣＢＴで行う場合を想定しているものである。本試
験に加え修了認定に係る試験用に現在のアイテムバンクを活
用することは本試験の実施が困難となるため、別途問題を作成
するための更なる実施体制の整備が必要であるが、これまでも
述べたように現在の本試験実施体制においてこれを実現するこ
とは不可能である。
　また、現在、官民の役割分担やＣＢＴの導入を含めた実施方
法のあり方などについて、産業構造審議会情報経済分科会情
報サービス・ソフトウェア小委員会人材育成ワーキンググルー
プにおいて、検討を行っており、本年春までに改革案について
成案を得ることとしている。
　また、基本情報技術者試験については一次回答の冒頭で引
用している省令の規定により回答しているところであり、再検討
要請に対する見解も上記のとおりである。

 アール・プロ
メトリック株式
会社

1 A
修了者に対する午前試験を
免除する認定講座の修了試
験実施方法の拡充

特区制度で行われていた一部制
度の全国展開を行うべく一部改
正された情報処理技術者試験規
則（昭和４５年通商産業省令第５
９号）において、履修項目を全て
履修し、修了認定に係る試験に
使用する問題を経済産業大臣
（機構が試験事務を行う場合に
あっては、独立法人情報処理推
進機構）から提供を受ける講座に
ついて、認定講座開設者が実施
する修了認定に係る試験の実施
に換えて、テスト事業者が経済産
業大臣から問題提供を受けること
によりコンピュータを利用した試
験（ＣＢＴ）で随時実施できるよう

拡充措置を講じる。

認定講座開設者に換えてテスト事業
者が経済産業大臣（機構が試験事務
を行う場合にあっては、独立法人情
報処理推進機構）から修了問題の提
供を受けてＣＢＴで随時行うことによ
り、認定講座開設者の講座運営上の
負担を軽減し、当該措置における効
率的、効果的な能力測定を適正かつ

公平に行うことができる。

経済産業大臣提供が提供する筆記形式の試験
では、あらかじめ定められた日時でしか受験す
る機会がなかったものが随時受験できるように
なり、ＩＴ人材育成のより一層の促進効果をもたら

すことが図れる。
さらに、講座開設者の負担となっている修了試

験に関する事務の低減が図れる。

昭和４５年通商産業省令第５９
号　情報処理技術者試験規則

第３条第２項第５号

5012A 5012001 z15002

総務
省、法
務省、
財務
省、厚
生労働
省、経
済産業
省、

弁理士
法第１７
条、第５
６条

弁理士となる資格を有する
者が、弁理士となるには、日
本弁理士会に備える弁理士
登録簿に氏名等を登録し、
日本弁理士会に入会するこ
とを義務づける、いわゆる強
制加入制度を採用している。

ｃ －

弁理士の指導・監督等については、弁理士の公共的役
割を踏まえ、本来、国が自ら行うべきであるところ、弁
理士の自主的な取組の促進や行政の効率化の観点か
ら、日本弁理士会が行うこととしており、同会への強制
加入制度は、その前提となるものである。弁理士の資
質の向上が求められている中、弁理士の不適切な行為
に対する適正な処分の実施や情報公開の強化等を図
るためにも、強制加入制度は、一定の役割を果たすも
のである。
平成１２年の弁理士法改正では、平成１１年３月に閣議
決定された「規制緩和推進３か年計画（改訂）」におい
て、士業団体の登録・入会制度のあり方等についても
検討すべきこととされたことを踏まえ、十分な検討が行
われたところであるが、上記の理由により、強制加入制
度は維持することとされたものである。
なお、強制加入制度が弁理士相互間の公正・有効な競
争の確保の支障となることがないようにするための制
度改善も併せて進めたところであり、日本弁理士会が
会令をもって標準報酬額表を定めることを認める制度
は廃止された。
本年４月からは、産業構造審議会知的財産政策部会
弁理士制度小委員会において、再度弁理士制度全般
にわたる見直しが議論されているが、強制入会制度に
ついては、これを維持すべきとの意見が大宗を占めた
ところである。
したがって、日本弁理士会の強制加入制度について
は、これを維持することが適切である。

－ - 個人 1 A
士業団体の強制入会制の

廃止

弁護士、弁理士、司法書士、税理
士、土地家屋調査士、行政書士、
社会保険労務士等のいわゆる士
業団体（日本弁護士連合会、日
本弁理士会等）の強制入会制を

廃止する。

弁護士法、弁理士法等の改正により
強制入会制に関連する条文の削除、

変更を行う。

各士業団体においては役職を占める一部の資
格者が自己の利益になるような団体運営を行っ
ていることが多く、大半の会員にとっては自由な
業務展開を阻害する重大な要因になっている。
特に、懲戒権限を有する団体の場合には、報酬
の引き下げや顧客の引き抜きなど競争を招く行
為を行う資格者を対象として、到底公正とは言え
ない恣意的な懲戒手続及び処分すら行われて
いる。これは、競争を自由化して顧客の利便に
資するという昨今の規制緩和の流れに明らかに
反している。また、各士業団体は高額な入会金・
月会費を徴収しているが（例えば弁護士の場合
合計月５万円以上、弁理士の場合月２万円な
ど）、団体職員は殆ど読まずに捨てられるような
文書の作成・発送業務に追われているのが実情
であり、高額の会費が有効に使われているとは
到底思えない。さらに、士業団体職員の給与水
準は、業務内容から見ればかなり高額に設定さ
れている。各団体から出されている強制入会制
維持の意見は、団体で役職に就いている資格者
や団体職員の意見を反映しているに過ぎず、大
多数の会員の声を反映しているものではない。

強制入会について士業団体が
会員の意見を問わない実例と
して、２００６年１０月１１日付で
公表されたアンケート調査結果
について、当職の所属団体は
一般会員の意見を全く問うこと
なくアンケートに答えている。強
制入会制は団体職員、役職者
の利権となっているため、その
是非について会員に意見を求
めたことは、当職の経験上一度
もない。また、懲戒手続に関す
る実例として、当職は大手特許
事務所に所属する弁理士に文
書で侮辱されたことを理由に当
該弁理士の処分を求めたが、
処分なしとの結論が出た上に
反対に当職について日本弁理
士会会長名で懲戒手続が請求
され、弁理士法違反の事実が
あったと通知され、現在処分待
ちの状況である。なお、上記侮
辱は書面（当職宛書簡及び審
判事件弁駁書）上明確である。

なし

5018A 5018001 z15003

厚生労
働省、
経済産
業省、

高圧ガ
ス保安
法

高圧ガス保安法では、性能
規定化や民間規格の積極的
な活用に取り組んでおり、そ
の技術基準や例示基準に
JISを引用しているところ。さ
らに、国際整合性の取れた
保安規則を整備するため、
設備の設計等に係る技術基
準については、米国機械学
会（ASME）の規格をベースと
した基準の取り入れも行って
いる。

ｄ －

①②高圧ガス保安法では、性能規定
化や民間規格の積極的な活用に取り
組んでおり、その技術基準や例示基準
にJISを引用しているところ。活用可能
な民間規格等の具体的な提案がさら
にあれば、現行制度上検討することは
可能である。

タイムラグが起きないようJIS規格の内
容を法に明示すべきである。

ｄ －

どのような規定の仕方を想定されているか
定かではないが、具体的に活用可能な規格
を御提案頂ければ、現行制度においても適
宜検討・対応させていただくことは可能であ
る。

石油連盟 1 A
各種基準／規格のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ化の推進

①各法の技術基準はJISとの整
合化を図っているが、まだ未達の
ものがあるため整合化して頂きた

い。
・溶接後熱処理温度の規定
・溶接施工法確認試験の規定

・安全率の規定
など

②法の中にJIS規格を直接引用
する旨を記載して頂きたい。

①同様の機器を製作する場合でも、各法ごとに
細かく照査する必要がある。

②各法の規格はJIS規格をﾍﾞｰｽに、またJIS規
格はASME規格をﾍﾞｰｽにしている。しかし一番
ﾍﾞｰｽとなるASME規格が改定されても、各法の
規格改定までには、JIS規格の改定を経て、さら
に数年を要しており、最新のASME規格を適用す
ることができない状況である。JIS規格の適用を
法に直接記載することで、これらのﾀｲﾑﾗｸﾞを大
幅に解消できると共に、①の問題も解消できる。

高圧ガス保安法
（特定設備検査規則など）
労働安全衛生法

（ﾎﾞｲﾗｰ構造規格など）

5018A 5018004 G42 z15004

総務
省、厚
生労働
省、経
済産業
省、

高圧ガ
ス保安
法

石油コ
ンビ
ナート
等災害
防止法

石油コンビナートに係る保安
四法の合理化・整理化促進
に関する実務者検討会委員
会」における検討結果を踏ま
えて、申請書類の共通化、検
討結果の相互活用等様々な
措置を講じている。

ｂ 未定
平成１８年度中に要望主体と連絡を取
り、より具体的、詳細な要望を聴取次
第、検討を行う。

具体的にいつから検討開始するのか
を明確に示して頂きたい。事業者から
の具体的な提案に対しては、１８年度
中に速やかに対応して頂きたい。

ｂ －
平成１８年度中に速やかに要望主体と連絡
を取り、より具体的、詳細な要望を聴取次
第、検討を行う。

石油連盟 4 A
保安法令の重複適用の排

除

装置を構成している機器毎に複
数の保安法令が適用されている。
即ち、法的には状態規制であり重
複しているものはないが、機器側
から見れば複数の保安法令が適
用されている状態にある。既に高
圧ｶﾞｽ保安法と労働安全衛生法と
の間では重複が解消されている
が、消防法と高圧ｶﾞｽ保安法、消
防法と労働安全衛生法の間に重
複の問題が残っているため、この
検討ｽｹｼﾞｭｰﾙを明確にして頂きた

い。

例：工事に伴う変更許可申請にお
いて、気液混合の機器、製造所と
して許可したｴﾘｱに位置する機
器、危険物施設の製造上一体の
機器で重複適用されている。

平成12年の「石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄに係る保安四法の合
理化・整合化促進に関する実務者検討会」報告
書に、今後の取り組む課題として”機器毎の重
複を解消する”とあるが、依然として具体化には
至っていないので、適用法令が重複しないように
至急の運用整理を要望するものである。消防法
と各法令間の具体的な重複適用解消法として
は、危険物とｶﾞｽの設計上の容量比較により、大
きい方に係る法を適用するという方法などが考

えられる。

消防法
高圧ガス保安法
労働安全衛生法

（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新 （新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新
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5054A 5054054 G42 z15004

総務
省、厚
生労働
省、経
済産業
省、

高圧ガ
ス保安
法

石油コ
ンビ
ナート
等災害
防止法

石油コンビナートに係る保安
四法の合理化・整理化促進
に関する実務者検討会委員
会」における検討結果を踏ま
えて、申請書類の共通化、検
討結果の相互活用等様々な
措置を講じている。

ｂ 未定
平成１８年度中に要望主体と連絡を取
り、より具体的、詳細な要望を聴取次
第、検討を行う。

具体的にいつから検討開始するのか
を明確に示して頂きたい。事業者から
の具体的な提案に対しては、１８年度
中に速やかに対応して頂きたい。

ｂ －
平成１８年度中に速やかに要望主体と連絡
を取り、より具体的、詳細な要望を聴取次
第、検討を行う。

（社）日本経
済団体連合

会
54 A

保安法令の重複適用の排
除

　2000年の「石油コンビナートに
係る保安4法の合理化・整合化促
進に関する実務者検討会最終報
告」において、「機器ごとの重複」
の解消が課題とされたことを踏ま
え、検討スケジュールを早急に明

確にすべきである。
　本要望は、保安4法の一本化を
要望するものではなく、適用法令
が重複しないよう運用の整理を要
望するものである。例えば消防法
と各法令間の重複適用について
は、危険物とガスの設計上の容
量比較により、大きい方に係る法
を適用するなどすべきである。

　2000年の「石油コンビナートに係る保安4法の
合理化・整合化促進に関する実務者検討会最
終報告」において、「機器ごとの重複」解消が課
題とされたが、依然具体化されていない。

　2006年6月の要望に対する回答では、今年度
中に再度、関係省庁間でさらなる合理化・簡素
化について結論を得ることが確認されている。

消防法
高圧ガス保安法
労働安全衛生法

石油コンビナート等災害防止法

別添資料③参照

5022A 5022001 z15005

内閣官
房、人事
院、内閣
府、公正
取引委員
会、警察
庁、防衛
省、金融
庁、総務
省、法務
省、外務
省、財務
省、文部
科学省、
厚生労働
省、農林
水産省、
経済産業
省、国土
交通省、
環境省

なし

平成１３年１２月より売掛債
権担保融資保証制度を利用
する場合に限り譲渡禁止特
約の部分解除を実施。
平成１６年７月より本省にお
いて、利用目的を限定せず、
譲渡対象者を拡大する形で
部分解除を実施。

ｄ －
本省においては信託会社やＳＰＣも含
めて対応済み

－ -
社団法人 第
二地方銀行
協会

1 A

国・地公体等の公的機関向
け金銭債権の譲渡禁止特
約の適用除外（譲渡先が金

融機関の場合）

民間企業の国・地公体等公的機
関向け金銭債権については、売
買契約・請負契約上、譲渡先が
金融機関の場合は債権譲渡禁止
特約の適用除外とすることを統一

化する。

  国・地公体等の公的機関に対する金銭債権に
は譲渡禁止特約が付いていることが多く、中小
企業の資金調達のために売掛債権担保融資を
行うに当たり、承諾等に係る事務手続きや時間
を要することから、中小企業の円滑かつ機動的

な資金調達を阻害している。

5032A 5032021 z15006
経済産
業省、

中小企
業信用
保険法
第２条

・信用保証の対象となる中小
企業者については、中小企
業信用保険法第２条におい
て定義されている。
・現行での法人の対象は、医
療法人、社会福祉法人と
なっており、ＮＰＯ法人を含
め、その他の法人は対象
外。

ｂ Ⅰ

本要望については、従来より要望を頂
いており、また構造改革特区に係る第
９次提案においても提案されたところ
であるが、提案に対する政府の対応方
針として、ＮＰＯに対する資金調達制度
の拡充については、「骨太2006」に基
づく内閣府でのＮＰＯ制度の見直しの
状況を踏まえ、中小企業施策のＮＰＯ
への適用拡大等について、有識者に
よる検討を行うこととしている。また、
信用保証協会の中小企業への債務保
証に対する中小企業金融公庫による
保険制度を、ＮＰＯに対象拡大すること
については、行政改革推進法に基づく
政策金融改革の動向を踏まえ、必要
な対応を検討することとしているとこ
ろ。

要望者からの以下の再意見が寄せら
れており、「骨太2006」に述べられてい
る検討スケジュールも踏まえ、具体的
な検討時期等の明示を含め、再度回
答をお願いします。

「ＮＰＯ法人の多くは医療・福祉分野に
関連する法人であり、同様の非営利
団体である医療法人、社会福祉法人
が全国で信用保証協会の利用が可能
であることからも、『骨太2006』に基づ
く内閣府のＮＰＯ制度の見直し状況等
を踏まえながら速やかにご検討願いた
い。」

b Ⅰ

本要望については、「骨太2006」に基づく、Ｎ
ＰＯ制度の見直し内容を確認した上で、必要
な対応を検討することとしている。
ただし、これまでも回答してきているとおり、
保険制度の対象を拡大することは、財政当
局を含め、関係機関との調整が必要である
ため、現時点では具体的な検討時期等につ
いて明示することは困難である。

都銀懇話会 21 A
信用保証協会の保証対象

の拡大

・特定非営利活動促進法に基づ
き設立されるＮＰＯ法人による信
用保証協会の保証利用を可能と

する。

・ＮＰＯ法人には、中小零細法人が多い。主な収
入源は会費や寄付等であり、資金的に不安定。
ＮＰＯ法人による信用協会保証の利用が認めら
れれば、資金調達手段の拡大に資する。

・ＮＰＯ法人の多くは医療･福祉分野関連。ＮＰＯ
法人と同様に非営利団体である医療法人、社会
福祉法人は信用保証協会利用が可能であるの

に対し、バランスを失している。
・こうしたことから、少なくとも、特定非営利活動
促進法に基づき設立されるＮＰＯ法人について
は、信用保証協会保証の対象に追加すべき。

・中小企業信用保険法第2条

・ＮＰＯ法人は中小企業に該当
せず、信用保証協会保証の対

象とならない。

5032A 5032022 z15007
経済産
業省、

中小企
業信用
保険法
施行令
第1条
の3、中
小企業
信用保
険法施
行規則
第1条
の3

保証付債権譲渡について
は、再生支援協議会が関与
して策定された再生案件等
を要件とし、モラルハザード
防止や経済合理性の確保等
が可能な場合に限り認める
こととしている。

ｄ －

企業再生については、①企業再建の
可能性があること、②企業再建の協力
することに経済合理性があること、③
債権者間の公平性が保たれているこ
と等により判断する必要があり、その
決定プロセスを公正なものとするため
に、公的機関の関与を必要としてきた
ところであるが、公的機関のみでは小
規模企業への機動的な対応に不備が
あることから、本年４月より、「外部委
員による審査会の承認を得た計画」を
求償権消滅保証の要件として追加し、
各保証協会が設置する「再生審査会」
（弁護士、会計士等の外部専門家によ
り構成）の承認を得た再生計画に基づ
く場合にも対象としているところ。

要望者から、「『再生審査会』の枠組み
の活用状況を踏まえた上で、取組み
状況が芳しく無い等の場合には、追加
的な措置をご検討願いたい」との再意
見が寄せられていること、また、現場
の運用に関して、「平成18年４月以
降、各保証協会が設置する『再生審査
会』の承認を得た再生計画に基づく場
合も対象としているが、本枠組みにお
ける取組み状況や実効性が不詳」等
のコメントが寄せられていることも踏ま
え、再度回答をお願いします。

b －

一次回答のとおり、本年４月より「外部委員
による審査会の承認を得た計画」を求償権
消滅保証の要件として追加し、各信用保証
協会が設置する「再生審査会」の承認を得
た再建計画に基づく場合においても対象とし
ているところである。
取り組みについては、当庁としても適宜状況
調査等を行っているところであり、引き続き、
実績等をフォローすることにより、措置の十
分性の検討を行うとともに、追加施策の要
否について19年度中に検討を行う。

都銀懇話会 22 A
信用保証協会保証付債権
の譲渡に係る規制緩和

・サービサーや再生ファンドに対
する保証付債権の譲渡が認めら
れる要件について、整理回収機
構や中小企業再生支援協議会の
再生計画に基づく場合等に限定

しない。

・企業再生については、中小企業庁や整理回収
機構をはじめとする「官」における取組みととも
に、民間での取組みも進められてきている。こう
したことを踏まえれば、協会保証付債権の譲渡
対象を整理回収機構や中小企業再生支援協議
会の再生計画に基づく場合等に限定する必然

性はない。
・協会保証付債権の譲渡範囲に関する条件が
緩和されれば、民間の企業再生の枠組みの中
での利用が拡大し、柔軟かつ迅速な不良債権処
理に資する。また、これによって、民間サービ
サーやファンド事業のマーケット拡大も期待され

る。

・中小企業信用保険法施行令
第1条の3、中小企業信用保険
法施行規則第1条の3

・平成17年8月1日の政令改正
によって譲渡先にサービサー
や再生ファンドが追加された
が、譲渡の条件として、「産業
再生機構・ＲＣＣによる再建計
画」「中小企業再生支援協議
会・再生ファンド関与による私
的整理ガイドラインに準じて策
定した再建計画」及び「私的整
理ガイドラインに基づいて策定
した再建計画」等の要件が求

められている。
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5041A 5041048 z15008

経済産
業省、
国土交
通省、

「エネルギー
の使用の合理
化に関する法
律」（昭和54
年6月22日法
律第49号）
（以下この行
において「省
エネ法」とい
う。）

「住宅に係る
エネルギーの
使用の合理化
に関する建築
主等及び特定
建築物の所有
者の判断の基
準」（平成18
年経済産業
省・国土交通
省告示第３
号）　（以下こ
の行において
「判断基準」と
いう。）

「住宅に係る
エネルギー使
用の合理化に
関する設計、
施工及び維持
保全の指針」
（平成18 年国
土交通省告示
第378号）
（以下この行
において「指
針」という。）

　省エネ法においては、新
築・増改築や改修等の際に、
省エネ措置を適確に実施す
るよう努める義務に加え、床
面積2,000㎡以上の建築物
について新築・増改築や大
規模な改修等を行う場合に
は、所管行政庁への省エネ
措置の届出義務がある。

　判断基準は、住宅全体が
満たすべき断熱性能等の目
標を示したものであり、全国
を暖房度日（日平均気温が
18℃を下回る日について、
室温18℃と当該日平均外気
温との差を、暖房期間にわ
たって合計した値）により６地
域に区分し、それぞれの気
候条件に応じて目標値を設
定している。
　また、指針は、判断基準を
満たすために部位ごとに求
められる性能を示したもので
ある。

ｃ －

Ⅲ、Ⅳ地域における実際のエネルギー
消費量や暖房費が、Ⅰ、Ⅱ地域と比較
して大きいという客観的な事実が認め
られないため、基準の見直しや施策の
導入を行うことは適当ではない。

－ -
㈳日本ニュー
ビジネス協議
会連合会

48 A
次世代省エネルギー基準
(以下｢省エネ基準」)の見直

し

①省エネ基準は地域ごとに住宅
の断熱性と気密性等の数値を定
め、住宅新築にあたってはその基
準を満たすよう求めている。基準
は北海道など寒冷地が厳しく、温
暖になるに従って緩くなっている。
この結果、暖房が必要でありなが
ら省エネ基準の緩い地域区分Ⅲ-
Ⅳの東北や北陸、関東甲信越の
方が、住宅の断熱性や気密性が
低いため、より寒さの厳しい地域
より暖房費が多くかかり、年間の
光熱費が高くなるという事態が発
生している。　　　　　　　　　　②こ
の地域は、家庭用のエネルギー
消費に占める暖房の比率が1/3
から半分弱にも達しており、省エ
ネを推進する上で住宅性能の向

上が重要。

①省エネ基準の見直し－特に暖房の
エネルギー消費が大きいⅢ､Ⅳ地域
の断熱性、気密性の基準をより厳し
い数値に見直す　　　　　　　　　　　②
各地域区分に合致するに止まらず、
さらに上位の基準を満たすことを推

奨する施策の導入

①産業用に比べ民生用の省エネルギーやＣＯ2
削減がなかなか進まない中、住宅性能の向上は
民生用の省エネ･ＣＯ2削減に大きく貢献する。
②断熱材・建材の品質性能や工法の向上によっ
て、断熱性・気密性等の住宅性能は近年飛躍的
に高めることが可能になっており、技術的・コスト
的にも充分実現可能である。同時に住宅産業の
レベルアップ、活性化にも資する。　　　　　③各
家庭の光熱費も削減することができる。

省エネルギー法　　住宅に係わ
るエネルギーの合理化に関す

る基準（平成11年）

5041A 5041050 z15009
経済産
業省、

工業標
準化法

符号化文字集合のＪＩＳで
は、全角、半角の区別は行
わないことを原則としている
が、これまでの慣用的な利
用との互換を考慮して、記
号、数字、英字、カタカナとも
に全角、半角両方規定して
おり、実際各社のコンピュー
タでも全角、半角とも実装さ
れている。

ｅ －

日本工業規格（ＪＩＳ）は強制法規では
なく任意規格であり、事業者に規格の
利用を義務付けるものではない。
なお、全角英数字・記号並びに半角カ
タカナは、国際規格（ISO／IEC 10646）
でも、HALFWIDTH AND FULLWIDTH
FORMSにおいて、標準化されていると
ころ。

一方、全角の記号・英数字及び半角の
カタカナを削除した場合、過去のデー
タの情報交換や活用に支障を生じるこ
とから、これらを規格から削除すること
は適切でない。

－ -

株式会社ダン
クソフト
社団法人日
本ニュービジ
ネス協議会連
合会

50 A
コンピュータ基本文字の重

複解消

わが国の情報処理に用いられて
いるキャラクタセットは倍角で、記
号、数字、英字、カタカナ、ひらが
な、漢字、さらにロシア語がある。
世界で使用されている半角文字
には、記号、数字、英字、これに
日本ではカタカナが加わるが、見
かけ上同じように見えながら実は
コンピュータの処理では別な情報
になるため、人名はもちろん、住
所、会社名、商品名などあらゆる
情報特定を阻害、情報の重複を
招き、そのチェックなどに目に見
えない膨大なロスを招き、かつ産
業活動全体の生産性を阻害して
いるので改善を要望する。

世界共通の記号、英数字は半角と
し、倍角の記号、英数字は削除す
る。また、半角カタカナも排除する。

これにより、情報の特定が容易になり、検索、抽
出も確実さが増す。今後、サプライチェーンが進
んで企業間取引が活発化する中で企業名、商
品名など微妙な違いがなくなり、情報連携が活
性化する。また、欧米のシステムの移行が容易
になり、日本のＩＴ全体の効率が大幅に向上す

る。

工業標準化法

5041A 5041060 z15010

金融
庁、農
林水産
省、経
済産業
省、

商品投
資に係
る事業
の規制
に関す
る法律

特定商品によるファンドは、
価格の変動が著しい物品又
はその使用により得られる
収益の予測が困難な物品を
対象とする現物取引として定
められており（商品投資に係
る事業の規制に関する法律
（以下、「法」という）第2条第
１項第３項）、投資家保護を
図る観点から、当該ファンド
の営業者に対して、許可を得
なければ商品投資販売業を
営むことができないこととして
いる（法第３条）。許可基準と
しては、財産的基礎の他、人
的構成として商品投資販売
業を適格に遂行するに足り
る知識及び経験を有する者
を業務担当の役員等として
有すること等を許可の要件と
している。（法第6条第1項第
６号及び商品投資販売業の
許可及び監督に関する命令
第6条の2）。

ｃ －

特定商品によるファンドは、価格の変動が著
しい物品又はその使用により得られる収益の
予測が困難な物品を対象とする現物取引とし
て定められており（商品投資に係る事業の規
制に関する法律（以下、「法」という）第2条第
１項第３項）、投資家保護を図る観点から、当
該ファンドの営業者に対して、許可を得なけ
れば商品投資販売業を営むことができないこ
ととしている（法第３条）。許可基準としては、
財産的基礎の他、人的構成として商品投資
販売業を適格に遂行するに足りる知識及び
経験を有する者を業務担当の役員等として有
すること等を許可の要件としている。（法第6
条第1項第６号及び商品投資販売業の許可
及び監督に関する命令第6条の2）。
ご要望のような日本酒と焼酎等の特定商品
によるファンドの場合、商品ごとに原料や製
法等が異なり経済実態も異なるため、商品ご
とにそれぞれ専門的知識・経験を有する者の
適否を審査する必要があるため、種類の異な
る特定商品を一括して許可することはなじま
ない。
なお、証券取引法等の一部を改正する法律
の施行に伴う関係法律の整備等に関する法
律の施行以降は、ご要望の特定商品による
ファンドについて、商品投資販売業の許可は
不要となる。

－ -

㈱ライツバン
ク、（社）日本
ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協
議会連合会

60 A
特定商品ファンドの一括設
立及び運営認可の許容

現在、日本酒や焼酎等の特定商
品ファンドを設立する場合、商品
ごとに認可を受けなければならな
い。小口の商品ファンドを多種類
設立しようとする業者には申請負
担が大きい。ついては、実績のあ
る業者には一括で設立認可を出

して欲しい。

商品ファンドの運用にノウハウを持つ業者が小
口でも多くの特定商品ファンドを効率的に立ち上
げることが出来れば、投資メニューが増え、経済
の活性化、地域の活性化に貢献できる。

商品投資に係る事業の規制に
関する法令

5054A 5054056 z15011
経済産
業省、

冷凍保
安規則
第9条2
号、第
14条2
号

高圧ガスの製造は、製造す
る高圧ガスの種類及び製造
設備の態様に応じ、１日に１
回以上当該製造設備の属す
る製造施設の異常の有無を
点検し、異常のあるときは、
当該設備の補修その他の危
険を防止する措置を講じて
すること。

ｄ －

異常点検の方法について、遠隔監視
装置等により、「１日１回以上の点検を
実施し、異常のあるときは補修その他
の危険を防止する措置を講じる」という
省令の要求事項を適切に満たせること
を示せば、当該装置等により異常点検
を行うことは現行制度上でも可能であ
る。なお、本件に関しては、平成１５年
度の全国規模の規制改革要望におい
て他の主体から同様の要望が出され、
「点検方法について、コンピュータ制御
等による遠隔操作で行う場合について
は、遠隔操作を行った場合であっても
十分に保安の確保が可能であると証
明すれば、その方法により点検を行う
ことは現行制度上でも可能である。」と
の回答を行っているところである（「全
国規模での規制改革要望」に対する
各省庁からの再回答について（平成１
５年８月１１日）を参照のこと）。

－ -
（社）日本経
済団体連合

会
56 A

高圧ガス保安法（冷凍）にお
ける製造の方法に関する技
術上の基準へのみなし事項

の追加【新規】

　冷凍保安責任者の選任が不要
の施設で、かつ安全確認可能な
遠隔監視装置を用いる場合は、
冷凍保安規則第9条2号の「1日1
回の異常点検」に該当することと

すべきである。

　通信・制御技術の発達により、現在は冷凍機
の保安を含め機器・エネルギーの群管理を行う
ことが一般的になっている。また、遠隔地のセン
ターで設備の異常確認を行うことも可能となって
おり、現場の無人化・異常時の迅速な出動によ
る対応も可能である。したがって、冷凍保安責任
者の選任が不要である第2種製造者について
は、異常点検の方法として、安全確認可能な遠
隔監視装置等を用いることを認めるのが妥当で

ある。

高圧ガス保安法第8条2号、第
12条第2項

冷凍保安規則第9条2号、第14
条2号、第36条

高圧ガス製造設備について
は、「1日1回の異常の有無を
点検」することが義務づけられ

ている。
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5054A 5054057 z15012
経済産
業省、

高圧ｶﾞ
ｽ保安
法第２７
条の２、
第３２条
一般高
圧ｶﾞｽ
保安規
則第６６
条、第７
６条

乙種化学又は丙種化学の免
状の交付を受けた者であり、
且つ高圧ガスの製造に関す
る１年以上の経験があれ
ば、高圧ガスに係るガスの区
分（４区分）のうち、製造経験
を有する高圧ガスを含む区
分に属する高圧ガス、又は
ガスの区分（４区分）以外の
高圧ガスの製造施設の保安
係員に選任することができ
る。

ｃ －

保安係員は高圧ガスの製造に係る職
務を行い、その選任には高圧ガスの製
造に係る経験が必要となるが、これ
は、高圧ガスの製造と消費の場面とで
は注意すべき内容が異なるため、扱う
ガスの区分の製造経験を積み、予め
ガスの性質等を熟知することが必要と
なることによるものである。

下記要望者再意見を踏まえて、再検討され
たい。
「今次要望は、下記の3項目を満たすものは
CEタイプ(低温液化ガス貯槽）の可燃性ガス
の製造設備の保安係員として選任を可能と
するよう要望するものである。
①高圧ガス保安責任者免状を有する者
②CE(コールドエバポレータ)を用いて液化酸
素、液化窒素、液化アルゴン、液化炭酸ガス
の高圧ガスの製造経験を有する者
③圧縮水素又は圧縮天然ガスにかかる特定
高圧ガス消費の経験を有する者

液化天然ガスおよび液化水素の製造設備
は、液化酸素、液化窒素、液化アルゴン、液
化炭酸ガスの製造設備（コールドエバポレー
タ）と同様の設備であり、②の要件を満たす
者は低温高圧ガス製造の経験を有するとい
える。また、低圧状態での可燃性ガスの貯
蔵、消費には、取り扱う可燃性ガスの性質等
を熟知している必要があり、さらに特定高圧
ガスの消費は、高圧ガスを貯蔵し、減圧・消
費するものであることから、高圧ガス状態の
圧縮水素、圧縮天然ガスを取り扱っていると
いえる。」

ｃ －

乙種化学又は丙種化学責任者免状を有す
る者を保安係員に選任するための経験の要
件は、消費の経験があることではなく、高圧
ガスの製造それ自体の経験があることであ
るが、これは高圧ガスの「製造」と「消費」の
場面とでは注意すべき内容が異なることに
よるものである。したがって、可燃性ガスの
「消費」の経験をもって、可燃性ガスの「製
造」の経験に代替することはできない。もっと
も、規則で規定してあるように、たとえば酸
素や液化窒素等可燃性ガス以外のガスで
あっても、当該ガス１種類について１年以上
の製造経験を有する場合は、扱うガスの種
類にかかわらず保安係員に選任されること
ができる。加えて、１種類のガスでは１年以
上の経験を有していない場合であっても、可
燃性ガスを含む他の種類のガスの製造経験
とあわせて１年以上の製造経験があれば、
可燃性ガスの製造の保安係員に選任される
ことができる（乙種化学又は丙種化学責任
者免状の交付を受けている者に限る）。

（社）日本経
済団体連合

会
57 A

可燃性ガス製造事業者にお
ける保安係員選任条件の緩

和【新規】

　乙種化学又は丙種化学責任者
免状の交付を受けている者であっ
て、低温液化ガスのコールドエバ
ポレータ（CE）を使用して液体酸
素、液体窒素、液体アルゴン、炭
酸ガス等の低温液化ガスの製造
経験を有する者で、かつ圧縮水
素、圧縮天然ガスの当該ガスの
特定高圧ガス消費の取扱経験を
有する者は、保安係員に選任しう

ることとすべきである。

　低圧状態で可燃性ガスを貯蔵・消費しており、
さらに液化酸素や液化窒素といったコールドエ
バポレータ（CE）を取り扱っている場合には、可
燃性ガスおよび低温に関する知識・経験があり、
かつ液化水素製造設備と同様の製造設備（液
化窒素、液化酸素、液化アルゴン、液化炭酸ガ
スのコールドエバポレータ）による製造経験を有
している。これは、保安係員の選任条件である
「可燃性ガスの1年以上の製造経験」と同等の経

験を有していると言うことができる。

高圧ガス保安法第27条の2第4
項

高圧ガス保安法第32条第3項
一般高圧ガス保安規則第66条

第4項
一般高圧ガス保安規則第76条

可燃性ガス製造者は、製造保
安責任者免状の交付を受けて
いる者で、高圧ガスの製造に
関する経験を有する者のうち
から、高圧ガス製造保安係員
を選任しなければならないとさ

れている。

5054A 5054077 z15013
経済産
業省、

電気用
品安全
法第８
条、第２
７条
電気用
品安全
法施行
規則第
１０条、
第１８条

ツーリストモデルを国内で販
売する場合、日本の技術基
準に適合しない電気用品で
あることから、承認を得た電
気用品に限り、販売を行うこ
とができると規定されてい
る。

c -

ツーリストモデルについては、海外で
使用されるという目的に鑑み、基準適
合確認等の義務を例外的に免除して
いるものであり、数量の大小を確認す
ることにより、申請された案件が本当
にツーリストモデルであるかどうかを判
断するための一つの傍証となる。した
がって、申請時に必要な項目として「製
造、輸入又は販売を予定する数量」を
記載いただいている。また、万一、誤っ
て国内に流通した場合、国内の技術
基準に適合していないため、事故にな
りやすい可能性がある。仮に事故が起
こった場合、どの程度の影響があるの
か即座に把握することが必要であると
考える。以上により、例外承認申請に
かかる数量の記載については、現行
のとおりとしたい。

下記要望者再意見も踏まえて、再検
討されたい。
「回答では、数量把握の目的が、①
ツーリストモデルか否かの一つの傍
証、②誤って国内流通した場合の影響
の程度を予見すること、とされており、
このためには、当初の申請をもとに国
がある程度のおおまかな概数で数量
を把握すれば十分である。」

c -

例外承認申請は、同一の製品が継続的に
申請がなされるケースばかりでなく、１回限
りの場合も多くある。
また、繰り返し申請される場合でも一度目と
二度目の数量は売れ行き等によっても異
なってくると考える。
よって、意見のように当初の申請をもとに数
量を把握することは不可能である。

（社）日本経
済団体連合

会
77 A

海外への土産用電気製品
に対する例外承認申請の撤

廃

　現行の例外承認申請で要求さ
れている「製造、輸入又は販売を
予定する数量」について、申請項
目の対象外とするよう措置すべき
である。措置ができない場合に
は、国内流通を防止することと、
数量を把握することにどのような
相関関係があるのか、明確に示

すべきである。

　海外への土産用電気用品は、IEC規格やUL規
格等に基づき製品設計及び設計確認、量産品
の管理が行われており、一般の輸出用品同様

の安全性を有している。
　国内流通を防止する観点からも製造・輸入事
業者の責任の下、適切な販売指導が行われて
おり、事業者の自己管理に委ねても問題は生じ
ない。また、欧米諸国においては、事業者にこう
した承認申請を求めることは行われていない。
　国内流通の防止を重視するのであれば、販
売･流通段階での管理徹底など別の策を講じる
べきであり、国内流通の防止と例外承認申請を
受けた製品の数量把握にどのような相関関係が

あるのか不明である。

電気用品安全法第8条、第27
条

電気用品安全法施行規則第10
条、第18条

「電気用品安全法に基づく経済
産業大臣の処分に係る審査基
準等について」（2003年3月29

日商第1号）

　電気用品安全法では、特定
の用途に使用される電気用品
について、経済産業大臣の承
認を受けた場合には、電気用
品の技術基準への適合義務
や表示義務等が免除される。
海外への土産用電気用品に
ついても同様の手続により例
外承認を受けることが必要とさ

れている。

5054A 5054078 z15014
経済産
業省、

電気用
品安全
法第３
条、第８
条、第９
条、第１
０条

電気用品の製造又は輸入を
行う際は、届出を行い、義務
を履行した後、事業者名等
の表示を付して販売すること
としている。

c -

再輸入品は、海外において改造される
可能性もあり、このような再輸入品の
安全性を確保する責務は、輸入事業
者にあると考える。輸入した時点で、
海外における改造の有無の判断は難
しいことから、再輸入品について輸入
事業者名を表示し、再輸入品の違反
や事故が発生した際の責任の所在を
明確にする必要がある。

海外での改造の可能性に関して、その非常
に小さな可能性のために、輸入事業者に表
示義務を課すことを正当化することにはなり
得ない。そもそも、改造するインセンティブが
あるとは思えない。責任の所在の明確化に
関しては、輸入事業者が結果的に判明すれ
ばいいため、製品に輸入事業者名を表示す
る以外の方法も考えられるのではないか。
以下要望者意見も踏まえて再検討願いた
い。
「　回答では、当該処置の目的は「責任の所
在を明確にする」こととされており、この目的
のためには、国内の製造事業者名が分かれ
ば責任を追求できる（製造事業者は責任を追
及された場合、国内国外の販売経路をたど
り、改造された場所・責任者を特定すればよ
い）ので、輸入事業者の債務を免除すべきで
ある。
　現在は、日本国内で製造され、PSE法に基
づき製造事業者名が表示された製品を国内
で販売事業者を介して購入する場合には製
造事業者名でよく、一旦海外に出て戻す場合
には、輸入事業者名に表示し直して製品を販
売しなければならない。この理由として「海外
において改造される可能性がある」ことを主
張されるが、改造される可能性があるのは国
内でも同様なので、国外のケースだけに負担
を課すべきではない。」

c -

海外で改造された製品が輸入される事例が
ある限り、そのような製品の国内流入を防
ぎ、万一当該製品において事故や不具合等
が発生したときには早急に責任の所在を明
確にする必要がある。
加えて、「改造」のケースのみならず、日本
メーカーの表示等を模写した「模造品」が輸
入されるケースがある。そのような模造品の
国内流入を防ぐためには輸入事業者に確認
を義務づけることが必要である。
また、国内における改造等に対しては電気
用品安全法を適用して対処できるが、海外
の改造等を行う事業者に対しては電気用品
安全法を適用して規制することは不可能で
ある。

（社）日本経
済団体連合

会
78 A

再輸入される電気用品に係
る手続の見直し

　国内の製造事業者が電気用品
安全法に定める義務を履行し
PSEマークや製造事業者名を表
示した再輸入品については、輸入
事業者の責務を免除すべきであ

る。

　国内で購入した電気用品を再輸入する際に
も、再度、電気用品安全法に基づく手続が求め
られることは、同じ手続の反復である。再輸入さ
れる電気用品は日本国内で製造されており、事
故が起きた場合、その責任は製造事業者が負う
べきで、輸入事業者を表示により特定する必要
性はない。製造事業者の適合検査証明書の写
しで輸入事業者自身が検査を行う必要はなく
なったものの、表示義務だけが残っている。
　なお、上記は再輸入品に改造が行われていな
いことを前提としているが、万一、改造が行われ
た場合は、改造行為そのものが製造行為となる
ため、本件でいう再輸入品とはみなさず、通常の
電気用品の輸入に関わる責務を負うものと考え

られる。

電気用品安全法第10条

　国内で製造され、電気用品
安全法に基づく対応を行ったＡ
Ｃアダプターなどの電気用品を
一度海外に出荷し、海外にお
いて当該電気用品を機器に同
梱して国内に輸入する場合、
輸入事業者は、再度、電気用
品安全法に定める手続を履行
しなければならない。

　こうした二重の手続を回避す
るため、例えば携帯電話を海
外で生産する際に技術上の問
題から国内で製造されたＡＣア
ダプターを使わなければならな
いケースでは、当該部材以外
の製品を仕掛品のまま国内へ
持ち込み、再度、当該部材を
同梱しなければならない。

5054A 5054079 z15015
経済産
業省、

電気用
品安全
法第２
条

法において電気用品は「一
般用電気工作物(電気事業
法(昭和３９年法律第１７０号)
第３８条第１項に規定する一
般用電気工作物をいう。)の
部分となり、又はこれに接続
して用いられる機械、器具又
は材料であつて、政令で定
めるもの」と定められており、
そのうち、構造又は使用方
法その他の使用状況からみ
て特に危険又は障害の発生
するおそれが多い電気用品
であつて、政令で定めるもの
は、安全性の関係から特定
電気用品として定め、第３者
（登録検査機関）による検査
を義務づけている。

c -

機器と一体的に使用されるか否かによ
り、特定電気用品として指定されてい
るのではなく、その電気用品の構造又
は使用方法その他の状況からみて特
に危険又は障害のおそれが多いもの
を特定電気用品として指定している。
ACアダプターは長時間無監視で常時
接続使用され、事故情報の報告もあ
る。このため、ACアダプターに接続さ
れる負荷機器が電気用品安全法の特
定電気用品であるか否かや電気用品
安全法の対象となるか否かによって、
ACアダプター自身が特定電気用品か
否か、電気用品安全法の対象か否か
を決定することは適当でないと考える。

以下要望者再意見を踏まえて、再検
討されたい。
「ACアダプター以外にも無監視状態で
使用される機器は多くあり、ACアダプ
ターを特定電気用品に指定する特別
な理由が認められない。ACアダプター
の事故が他の無監視状態で使用され
る電気用品と比較して多いということ
であれば、その記録を示すべきであ
る。」

c -

ACアダプターは無監視状態で使用されるも
のであり、付加機器に対して当初想定され
ている機器以外にも使用できるという特性な
どから、事故数やその深刻度が大きい（例え
ば、電気製品が原因で起きた建物火災の約
３割が直流電源装置（ACアダプター）による
ものである（平成14年1月～平成18年7月の
電気用品に係る事故データより）。特定電気
用品の指定については、こうした事故発生
件数やその深刻度によって必要に応じ見直
しを行っているところである。

（社）日本経
済団体連合

会
79 A

機器と一体的に使用される
直流電源装置の特定電気
用品以外への移行

　機器と一体的に使用される直流
電源装置については、特定電気
用品の指定を解除し、特定電気
用品以外の電気用品（自己確認
品目）に移行させるべきである。

　機器と一体的に使用される直流電源装置は、
機器から電源供給機能を抜き出したものであ
り、その安全性は直流電源装置を含めた機器全
体で考えることが妥当である。直流電源装置と
組み合わされて使用される機器のほとんどは携
帯用のオーディオ・ビデオ機器、電話機、情報機
器等であり、特定電気用品以外の電気用品又
は非対象製品であることから、直流電源装置の
みを特定電気用品に指定する必要はなく、早期
に特定電気用品以外の電気用品へ移行すべき

である。
　無監視状態で使用される電気用品の多くが非
特定電気用品となっている中、なぜ直流電源装
置だけを特定電気用品に指定するのか、明確な
説明がない。なお、過去に電気シェーバーで起
きた事故については、製品の構造上の問題で、
無監視状態で生じた事故ではないと理解してい

る。

電気用品安全法第2条
電気用品安全法施行令第1条

の2

　直流電源装置は特定電気用
品に指定され、登録検査機関
による適合性検査の対象と

なっている。
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5054A 5054080 z15016
経済産
業省、

電気用
品安全
法第１０
条

輸入事業者が法に該当する
電気用品を輸入する場合、
義務等を履行した後、輸入
事業者名等の表示を付し、
販売することとなっている。

c -

電気用品に係る責任の所在の明確化
のため、事業者名を表示することと
なっている。我が国への輸入電気用品
について、国内の輸入事業者に表示
等の義務付けを課すことが国内に流
通する輸入電気用品の安全性確保に
実効力があると考える。

責任の所在の明確化という点では、輸
入事業者を特定することが目的であ
り、製品に輸入事業者名を表示する以
外にも簡便な方法が考えられるので
はないか。輸入事業者への表示義務
を課すことが、結果的に、同一の製品
に対して二重の検査を要求することに
なる。
以下要望者意見も踏まえて再検討願
いたい。
「回答では「責任の所在の明確化のた
め、事業者名を表示することとなって
いる」とされているが、機器に同梱され
る電気用品については、機器全体とし
て責任が明確化している。このため、
同梱ACアダプターにまで表示義務を
課すのは過剰規制なので、現在の表
示義務を緩和すべきである。」

c -

機器本体と分離して使用できる電気用品
（今回のACアダプターの場合など）の場合
は、その電気用品が他の機器と組み合わせ
て使用されることもあるため、責任の所在を
個別に明確化する必要がある。したがって、
電気用品が機器本体と同梱されている場合
でも機器全体として責任が明確化していると
はいえない。

（社）日本経
済団体連合

会
80 A

製品に同梱するACアダプ
ターにかかる輸入事業者表

示義務の撤廃

　電気製品に同梱するACアダプ
ターに限っては、輸入事業者の表
示義務を免除すべきである。特
に、携帯電話については、早期に

措置すべきである。

　すでに電気用品安全法上の手続等を完了して
いる製品であり、電気製品にそのまま同梱され
るだけで安全性には何らの変化のないものを、
流通ルートの違いによって表示を変更し、再度
同法上の責務を負うよう求めるのは、過剰規制

である。
　こうした複数の手続による事業者の負担を軽
減するためにも、表示義務を含めて簡素化すべ

きである。
　少なくとも、機器に同梱される電気用品につい
ては、機器全体としての責任が明確化している
ため、電気用品における表示義務を緩和すべき

である。

電気用品安全法第10条

　電気用品安全法第8条に規
定する技術基準の適合義務を
果たした場合には、当該電気
用品に製造事業者名あるいは
輸入事業者名を表示しなけれ

ばならない。

5054A 5054081 z15017
経済産
業省、

電気用
品安全
法第３
条

国が事業者の製造・輸入を
行っている電気用品を把握
するため、製品の安全確保
上同様の性質を有すると認
められる範囲を型式の区分
として、届出を提出することと
している。

c -

電気用品の１品１品について技術基準
を定めることは煩雑になり効率的では
ないと考える。そこで電気用品の性質
等に着目し分類したものが型式である
が、型式ごとに守るべき技術基準を定
めることによって効率的な制度の運用
になると考える。また、今までも型式区
分の改正を行ってきており、今後も実
態に即していない場合が見受けられる
場合は精査して対応して参りたいと考
えているので、具体的に問題があれば
お示しいただきたい。

以下要望者意見を踏まえて再検討さ
れたい。
「回答では「型式ごとに守るべき技術
基準を定めることによって効率的な制
度の運用になる」とされている。しか
し、同一型式区分の中でも異なる電気
回路を持つ製品や、同じ安全性能で
あっても型式区分が異なる製品が存
在するなど、型式区分は実態に即して
いない。
　本制度を抜本的に改正し、非特定用
品の電気用品の型式区分を撤廃すべ
きである。」

c -

型式区分についての考え方は前回お答えし
た通りであり、実態に即していない部分があ
る場合は精査し対応して参りたいので、具体
的な品目、項目等をお示しいただきたい。

（社）日本経
済団体連合

会
81 A

非特定電気用品に係る電気
用品の型式区分の撤廃【新

規】

　非特定電気用品に係る電気用
品の型式区分を撤廃すべきであ

る。

　電気用品の製造や流通については、実務上、
事業者自らが設定し製品に表示された機種名に
よって管理されているが、当該規制によって機
種名とは別に型式区分による管理が求められて

いる。
　型式区分は国に対する届出の最小単位となる
とともに、販売後における表示禁止命令の発動
単位となるものであるが、同一型式区分の中で
も、異なる電気回路を有する製品が存在するこ
とや、同じ安全性能であっても型式区分が異な
るものが存在するなど、実態に即したものとなっ

ていない。
　また、仮に事故が発生した際の公告時などは、
型式ではなく、製品に表示されている機種名で

回収命令されることが通常である。
　本来は、全ての電気用品について型式区分を
撤廃すべきであるところ、特定電気用品のうち、
例えば電線などは適合性検査を受けるうえで型
式区分を利用しているため、非特定電気用品に

ついて要望する。

電気用品安全法第3条2号
「電気用品安全法第3条第2号
の事項に係る届出について」

（2006年3月20日）
「中古販売事業者等が電気用
品安全法に基づき行う自主検
査記録の取扱について」（2006

年3月22日）

　電気用品取締法では甲種電
気用品のみに規定されていた
型式区分が、電気用品安全法
では全ての電気用品に対して
適用されている。この型式区
分については、2004年8月に
簡素化されたものの依然とし
て存置されており、国際的に
見ても他に例を見ない特異な
届出の区分が存在している。

5054A 5054082 z15018
経済産
業省、

電気用
品安全
法第２
条

構造又は使用方法等の使用
状況により感電、火災等の
危険や障害を発生する恐れ
のある電気用品を対象製品
として定めている。

c -

全ての電気製品を電気用品安全法の
対象とするのではなく、構造又は使用
方法等の使用状況により感電、火災
等の危険や障害を発生するおそれの
あるものを電気用品として指定して規
制していくことが合理的であると考え
る。
なお、制度の透明性を確保していくた
め、解釈等をWebサイト等に順次示し
ていくこととしている。

以下要望者意見を踏まえて再検討さ
れてたい。
「　現行の制度はグレーゾーンが多く、
確認に多くの時間と費用を要する。仮
に現行のポジティブリスト方式を維持
するのであれば、Webサイト上の解釈
で詳細な情報提供を行うとともに、ど
のような方策・施策で、前述の問題を
解決されるかを示すべきである。」

c -

ポジティブリスト方式が合理的であるという
考え方については、お示ししたとおりである。
事業者に対して迅速にその解釈等をお知ら
せするために、現在、Ｗebサイト等による情
報提供を行っており、今後も順次解釈を示し
ていくところ。

（社）日本経
済団体連合

会
82 A

電気用品安全法にかかる対
象・非対象の判断基準の明

確化

　電気用品安全法にかかる対象・
非対象の判断基準については、
現行のポジティブリスト方式から
ネガティブリスト方式への移行を

図るべきである。
　仮にネガティブリスト化が困難な
場合については、少なくとも製品
の特性（電圧や使用場所等）を踏
まえた客観的な規準で対象・非対
象が判別できる環境を早急に整

備すべきである。
　また、こうした規準を設定する際
には、解釈通達を発出するなど、
広く事業者に周知するべきであ

る。

　急激な技術革新の進展や消費者ニーズの多
様化に伴い、電気用品安全法の対象となるAVカ
テゴリーと対象外となるＩＴカテゴリーの融合が進
んでおり、現行の法令による電気用品名の区分
による判定が難しくなってきている。ネガティブリ
ストを採用することで、現状のポジティブリスト方
式に比べ不明確な領域が格段に少なくなると期
待されるほか、グレーゾーンの技術基準適合未
確認製品の市場流出を防ぐことができる。
　また、現状の解釈については、単なるHP上に
おける情報提供にとどまっているが、法令順守
に関わる運用基準を示す際には、行政運営の
透明性の向上の観点からも解釈通達を発出す

べきである。

電気用品安全法第2条

　電気用品安全法の規制対象
となる電気用品の品目とその
解釈については、電気用品安
全法施行規則やHP上で公表
されているが、記述内容に抽
象的な表現があることや、製
品が多種多様化していること
から、同法の対象となるか否
かについて判別がつきにくい。
実際に市場に流通している同
じような機器であっても、販売
形態、使用用途、時期等に
よって、法の対象、非対象が

混在している。

5054A 5054083 z15019
経済産
業省、

電気用
品安全
法第８
条第１
項
電気用
品の技
術上の
基準を
定める
省令

電気用品は技術基準に適合
することが義務付けられてい
る。
技術基準は、日本独自の基
準である１項基準と、国際整
合化を目的とした２項基準が
ある。

e -
ＩＥＣにおけるＣＴＬディシジョンが、２項
基準の解釈として扱って頂いて構わな
い。

ＩＥＣにおけるＣＴＬディシジョンが、２項
基準の解釈ということを周知徹底され
たい。
以下要望者意見も踏まえて再回答さ
れたい。
「　以下の事項を通達などで示すべき
である。
１．技術基準の１項基準の解釈基準
は、「電気用品の技術基準上の基準を
定める省令の解釈について」である。
２．技術基準の２項基準の解釈基準
は、CTLディシジョンである。」

c -

CTLディシジョンについては、ごく一部に日
本において適用するにはそぐわないものも
あるため、全てを２項基準の解釈として提示
することは困難であるが、基本的にはＣＴＬ
ディシジョンを２項基準の解釈として運用し
てまいりたい。また、適用するのに判断が難
しいCTLディシジョンについては、個別にご
相談いただきたい。

（社）日本経
済団体連合

会
83 A

電気用品安全法に関する技
術基準の判断基準の明確

化

　IECにおけるCTL解釈が2項基準
の解釈である旨を公表し、周知徹

底すべきである。

　技術基準2項と整合性のあるIEC基準に則って
運営されているCBスキーム（加盟国の認証機関
同士がIEC規格に基づいた試験データを相互に
受け入れる国際的な相互認証制度）について
は、CTL（Committee of Testing Laboratories）
ディシジョンという解釈集が公表されている。国
際整合化をはかるためにも、2項基準で採用す

る旨、明確にすべきである。
　「電気用品の技術基準上の基準を定める省令
の解釈について」は、もともと1項基準に対する
解釈であり、2項基準については含まれていない
と理解している。また、CTL等の解釈がどこに示
されているかが具体的でなく、第2項解釈が広く
一般的に公表されているとは言いがたい。

電気用品安全法第8条第1項
電気用品の技術上の基準を定

める省令

　電気用品技術基準にかかる
判断基準や技術的解釈は、経
済産業省が行うこととされてい
るが、その内容は、広く一般に

公表されていない。
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5054A 5054085 z15020

厚生労
働省、
経済産
業省、
環境省

化学物
質の審
査及び
製造等
の規制
に関す
る法律
第３条

　化審法においては、有害な
化学物質が環境を経由して
人の健康又は動植物の生
息・生育に与える影響を未然
に防止することを目的に、新
規化学物質を製造又は輸入
しようとするものは、あらかじ
め厚生労働大臣、経済産業
大臣及び環境大臣に必要事
項を届け出ることとされてい
る。

c －

　化学物質の審査及び製造等の規制
に関する法律は、化学物質が環境を
経由して人の健康又は動植物の生
息・生育に与える影響を未然に防止す
ることを目的としており、新規化学物質
の届出に際しては、単一の化学物質ご
とにその性状を評価することを原則と
している。その際、たとえ他の物質に
不純物として含まれる化学物質であっ
ても、それが新規化学物質でありかつ
１重量％を超えて含有されている場合
には、それが環境中で濃縮され、人の
健康や動植物の生息・生育に影響を
与える可能性が無視できないため、こ
うした物質による影響の未然防止の観
点から、当該不純物について化審法
上の届出又は確認の対象としているも
のである。したがって、新規化学物質
として取り扱われない不純物の含有割
合を１０重量％にすることはできない。

以下要望者意見を踏まえ再検討され
たい。
「　厚生労働省、経済産業省、環境省
の回答では、日本の化審法の不純物
規制が諸外国よりも著しく厳しく定めら
れていることに対しての説明がない。
2004年の化審法改正では、欧米での
規制の現状を参考として生態系影響
に着目した審査・規制制度を導入した
経緯を踏まえ、この理由を明確に示す
べきである。」

c －

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（以下「化審法」という。）で
は、化学物質が環境を経由して人の健康又は動植物の生息・生育に与える
影響（間接的なばく露）を未然に防止することを目的としているため、新規化
学物質の届出に際しては、単一の化学物質ごとにその性状を評価することを
原則としている。その際、たとえ他の物質に不純物として含まれる化学物質で
あっても、それが新規化学物質でありかつ１重量％を超えて含有されている
場合には、それが環境中で濃縮され、人の健康や動植物の生息・生育に影響
を与える可能性が無視できないため、こうした物質による影響の未然防止の
観点から、当該不純物について化審法上の届出又は確認の対象としているも
のである。
こうした中、我が国で製造されている化学物質の中には１，０００トンを超える
物質もあり、この場合、１０重量％の不純物が含まれているとするとその不純
物の製造量は１００トンを超えることとなり、こうした不純物が、環境を経由して
人の健康又は動植物の生息・生育に与える影響を決して無視することはでき
ない。このため、新規化学物質として取り扱われない不純物の含有割合の上
限を１０重量％とすることはできない。
このように、我が国は、欧米と異なり、新規化学物質そのものの安全性を審査
する観点から極力不純物を排除した単一化学物質での届出を義務づけてい
るところであるが、分離が不可能な混合物については、米国と同様に「ある物
質とある物質の反応生成物」としての届出も認めている。
一方、化審法においては、法目的を確保しつつ極力事業者の負担を軽減する
との観点から、合理的な規制としての側面も有している。例えば、化審法に基
づく新規化学物質の審査では環境中での分解性について良分解性と判定さ
れた場合は（欧州と異なり）それ以外の安全性の試験データを求めることはな
い。また、国内の年間製造・輸入量の合計が１トン以下の新規化学物質につ
いては、原則として安全性の試験データの添付なしに書類審査のみで製造・
輸入を可能とする少量新規化学物質の申出制度がある。さらに、平成１５年
の法改正（平成１６年４月より施行）において、国内の年間製造・輸入量の合
計が１０ｔ以下の低生産量新規化学物質に対する審査の特例制度を導入して
おり、この特例制度を活用する場合、環境中での濃縮性について高濃縮性で
ないと判定された場合は以後の毒性試験を行う必要はない（欧州では１ｔ以上
の物質には毒性試験、変異原性試験等が要求されている）。加えて、濃縮度
試験については、類似構造物質の過去の濃縮性の
データから濃縮性の類推が可能であるものについて、類似物質のデータ
による判断を実施し、審査における申請者の費用負担の軽減と試験期間
の短縮を図っている。
このように、化学物質による人の健康及び生態への影響を防止するため、
化審法は単一の化学物質ごとにその性状を評価することを原則としてい
るが、製造量等に応じた合理的な規制体系となっており、日本の化学物
質規制が諸外国より著しく厳しいものであるとは言えない。

（社）日本経
済団体連合

会
85 A

化審法における不純物規制
の見直し

　不純物が新規化学物質として取
り扱われるようになる含有割合（1
重量％）を、少なくてもEU並みの
10重量％へ引き上げるべきであ

る。

  不純物が1重量％以上の場合、当該不純物は
新規化学物質として扱われるので衛生性試験が
必要になるが、個々の物質ではなく、実際に流
通する化合物全体をチェックすることで安全性を

担保できる。
  新規化学物質届出制度が実施されているのは
日本に加え、米国、EU、カナダ、オーストラリア、
ニュージーランド、スイス、韓国、中国、フィリピン
の10ヵ国(地域)である。この中で、米国、カナダ、
オーストラリア等では不純物の届出は不要であ
り、ＥＵでは10重量％未満の不純物はELINCSの
収載対象外である。2004年4月の化審法改正は
アメリカ・EU・カナダ等が生態系保全のための規
制を実施している状況を受けたものであるなど、
各国の規制の状況を参考としているにも係ら
ず、当該規制は他国に比べて著しく厳しく定めら
れている。また、衛生性試験により最大で2000
万円程度、期間にして7～8週間程度がかかり、
製造販売時期の遅延等によって国際競争の観

点から不利である。

化学物質の審査及び製造等の
規制に関する法律第3条

　化審法では、新規化学物質
を製造又は輸入しようとする際
に、不純物が1重量％以上含
まれる場合は、個別の物質と
して衛生試験を行い、個別に
届出を厚生労働大臣、経済産
業大臣及び環境大臣に届け
出なければならない。1重量％
以上の不純物が含まれている
場合、この不純物は個別の物
質として扱われ、別途手続き

が必要となる。

5056A 5056001 z15021
経済産
業省、

排気を
発電用
以外の
用途に
のみ供
する発
電用の
蒸気
タービ
ンに蒸
気を供
給する
ボイ
ラーの
取扱い
につい
て（内
規)

　発電用の蒸気タービンの
排気を工場用動力その他の
発電用以外の用途にのみ供
する場合においては、ボイ
ラーの最高使用圧力が１メガ
パスカル以下であることなど
の全ての要件を満たす場合
に限り、内規上、当該蒸気
タービンに蒸気を供給するボ
イラーを電気工作物として取
り扱わないこととしている。

ｃ －

　工場用動力等のみに排気を供給す
る発電用の蒸気タービンに蒸気を供給
するボイラーのうち、一定規模以下の
ものは、電気工作物として扱わないよ
う運用を緩和している。
　しかしながら、一定規模を超えるもの
は、専ら発電の用に供するものとして、
電気事業法に基づく発電設備としての
保安の確保が不可欠なものである。

-

「最高使用圧力が１Ｍｐａ以下のボイ
ラーはすでに規制緩和されているが、
一定の規模を超えるものは電気事業
法に基づく発電設備としての保安の確
保が不可欠のものである。」との回答
であるが、１Ｍｐａと２Ｍｐａとでは保安
の確保がどう違うのか具体的に示して
いただきたい。

ｃ －

工場用動力等のみに排気を供給する発電
用の蒸気タービンに蒸気を供給するボイ
ラーであっても、そこで発生した蒸気で発電
を行っていることから、電気工作物となる。
例外的に圧力１MPa以下の小規模なものは
電気工作物として取り扱わない運用を行っ
ているが、保安の観点からこれ以上の緩和
は不可能である。なお、電気工作物としての
法令上の手続きについては、既に緩和され
ていることから、ご指摘のように電気工作物
であることが分散型発電設備の促進に阻害
となるものではない。

日本ボイ
ラー・

圧力容器工
業組合

1 Ａ
ボイラーメーカーとして分散
型発電設備の促進のための

規制緩和のお願い

分散型発電設備の設置が容易に
なるための規制緩和のお願い

蒸気タービンの排気を工場用動力そ
の他の発電用以外の用途にのみ供
する場合は、最高使用圧力1Mpa、最
大蒸発量10トン毎時以下であるもの
は電気工作物として取り扱わないと
緩和されているが、2Mapでは適切な
保安水準の確保が達成できる具体
的根拠が示されていない。ということ
ですが、1Mpaまでのものは一般プロ
セスボイラーと同様、厚生労働省の
検査を受けているものであり、範囲を
2Mpaまで緩和いただいても同様に厚
生労働省の検査を受けるものであり
ボイラーの安全確保ということでは検
査の所管が変わっても保安水準は確
保されているものと思う。是非2Mpaま

で緩和していただきたい。

以上の緩和がされることによって分散型発電装
置が促進され、ひいては地球温暖化、企業の業

績にも影響するものと思われる。
電気事業法

5058A 5058015 z15022
経済産
業省、

電気事業
法
第42条、
第43条、
第48条、
第50条の
2、第52条
及び第55
条

電気事業
法施行規
則
第50条、
第52条、
第65条、
第73条の
2の2、第
79条及び
第94条

　火力発電所であって汽力を
原動力とするものは、保安規
程の届出、ボイラー・タービ
ン主任技術者の選任、工事
計画の届出、使用前安全管
理検査等が必要である。
　また、溶接安全管理検査
及び定期安全管理検査につ
いても、該当する設備がある
場合は、必要である。

ｃ －

　専ら発電の用に供している以上、保
安確保の観点からは、蒸気タービン、
誘導発電機、その附属設備等を電気
事業法上の発電設備として一体的に
扱い、工事、維持、運用等を行うことが
必要であるため、電気事業法上の発
電設備から除外することはできない。
　なお、要望理由に記載の蒸気タービ
ン、誘導電動機の扱いに関しては、発
電ではなく動力を得ることを目的として
いるが過渡的に発電を行うものについ
て、電気事業法上の発電設備として扱
わないとしているものである。
　また、電気事業法第43条第2項に基
づき、一定の要件を満たす者であれ
ば、ボイラー・タービン主任技術者免
状の交付を受けていないものであって
も、ボイラー・タービン主任技術者とし
て選任できるなど、一定の緩和措置に
ついては既に設けられている。
　工事計画の手続きについては認可で
はなく届出制としており、設備の検査
についても事業者自らが行うこととして
いるなど、簡素かつ行政の関与の少な
いものとなっている。

-

本案件は、電気事業を目的とする設備ではなく、事業
所内での余剰エネルギーの効率的な使用、あるいは
放散させているエネルギーの回収をする設備の設置と
その運用についての規制緩和を求めているものであ
る。過渡的に発電を行う誘導電動機については電気事
業法上、需要設備として扱い、専ら発電の用に供する
誘導電動機とタービンの組み合わせは発電設備として
取り扱われているが、過渡的であれ常時であれ発電し
ている時の状態は両者とも同じであり、電気的な設備
はほぼ同じであるので、一定規模以下の設備では保
安確保の観点からの違いはないと考える。
本案件は、省エネもほぼやりつくされた中にあって、規
制及び手続き上の煩雑さから、放置されてきた不定期
な放散エネルギーの回収を狙うものであり、そのような
取組みが専ら売電を主目的とする公的使命の大きな
電気事業者と同様の扱い、規制を受けるのは如何なも
のか。　手続きはすでに簡素化されているとの事である
が、本設備が今日未だに普及しないのは、電気事業法
に則ってのそれらの手続きの煩わしさを感じているから
であると思われる。
本設備の普及は、余剰エネルギー等の有効活用がで
き省エネルギーへの多大な貢献が望めるのみでなく、
二酸化炭素発生抑制での環境改善貢献、産業振興等
経済効果も大きい。よって、電気事業法上のみの議論
ではなく、国としてのそれらを合わせた所での一段の取
り組みを要望する。

ｃ －

電気事業法は、事業規制と保安規制の２つ
の観点から規制を行っている。保安規制に
関しては、設備の安全性の観点から、電気
事業の用に供する電気工作物のみならず、
自家用電気工作物や一般用電気工作物に
対しても規制を行っている。発電設備は、電
気事業の用に供しているか否かに関わら
ず、発電設備としての保安を確保しなけれ
ばならない。
専ら発電の用に供している以上、蒸気タービ
ン、誘導発電機、その附属設備等は、電気
事業法上の発電設備である。
過渡的に発電を行う誘導電動機の扱いは、
エレベータの回生電力など、動力を得る目
的で設置された誘導電動機が過渡的に発
電を行ってしまうものは、電気事業法上の発
電設備として扱わないというものである。定
常的に発電を行うのであれば、発電設備と
して規制すべきものである。

石油化学工
業協会

15 Ａ 蒸気タービンによる発電

以下の条件を満たした場合には、
蒸気タービンと発電機（誘導電動
機）の組合せの設備を電気事業
法の発電設備から除外して欲し

い。
・ 発電を業としない（発電所を有
しない）事業所が設置する場合
・ 限定的な規模（たとえば発電量

1000KW）以下の場合
・ 発電量が自家使用電力を上回

らない範囲の場合
・ 動力源が余剰エネルギーの利
用であること（発電のために新た
に作った動力源でないこと）

余剰蒸気などの有効活用策として蒸
気タービンと発電機（誘導電動機）に
よる発電が考えられるが、本設備は
電気事業法の発電設備に該当する。
電気事業法に則って対応すればよい
が、ボイラー・タービン主任技術者の
選任等電気事業法の各種の規制が
適用され、多くの労力とコストが必要
であり、届出手続き等も煩雑である。
余剰蒸気の利用により、一事業所で
年間１００万ＫＷｈの省エネルギーが

可能となる。

余剰エネルギー、例えば余剰蒸気、を回収する
際、蒸気タービンによる発電がある。Ｈ14年6月
「社団法人火力原子力発電技術協会」発行の
「電気事業法令（火力関係）必携質疑応答集」
に、「蒸気タービンと誘導電動機と負荷 (ポンプ
等)との組合せにおいて、蒸気の量により誘導電
動機が過渡的に起電 (発電)を行う場合、本設備
は発電設備としては取り扱わない。」との解釈が
あるので、蒸気タービンと誘導電動機と負荷 (ポ
ンプ等)との組合せで余剰蒸気等を有効利用す
ればよい。しかし、余剰蒸気等は通常安定的に
確保できない場合が多いので、誘導電動機でカ
バーしたとしても変動は避けられない。そのよう
な不安定要素のあるものをプロセス機器（ポンプ
等）の動力として使用することは、プラントの安定

運転の支障となる。
（その他の項に続く）

電気事業法

（要望理由の続き）
「蒸気タービンと誘導電動機と
負荷 (ポンプ等)」の組合せと
「蒸気タービンと誘導電動機」
の組合せとでは、負荷 (ポンプ
等)の有無が違うのみであり設
備的（管理面や運転面も含め
て）には大きな違いはない。し
かし、大規模発電所を考えると
「蒸気タービンと誘導電動機」
の組合せを無制限に発電設備
から外すことはできず、また、
小型のガスタービン発電設備
など一部緩和がなされている

ものがある。
よって、これらを総合勘案した
上で、前述のように制約条件
を科すことを条件として、蒸気
タービンと誘導電動機の組合
せでの常時の起電（発電）を行
う設備を電気事業法の発電設
備から除外して欲しい。

5058A 5058016 z15023
経済産
業省、

電気事
業法第
１７条

電気事業法第１７条は、電気
事業を営む場合以外の電気
の供給（特定供給）について
経済産業大臣の許可を要す
る旨を定めている。

ｄ －

要望理由である、グループ会社の余剰
電力を電力会社の送電網ネットワーク
を介して離れた場所において受電する
ことについては、特定供給の許可（電
気事業法第１７条）ではなく、特定規模
電気事業の届出（同法第１６条の２）を
行うことにより、既に可能となってい
る。

本案件は、特定規模事業者からの電
力供給を受けることに関する要望では
なく、資本・人的交流・原料の融通など
がある連結決算企業グループ内で行
う電力供給に関する規制緩和要望で
ある。
現状では、このような場合、一般電気
事業者が所持する送電網ネットワーク
を利用できない。そのため自営線を布
設しなければならず、遠隔地にある場
合、多大な費用が掛かり、ｸﾞﾙｰﾌﾟ内の
安価な電力を有効的に利用出来ない
状況にある。また、送電網ネットワーク
を利用する特定規模事業者からの電
力供給では、例えｸﾞﾙｰﾌﾟ内企業間で
あっても電力の売買価格を自由に決
定できず、中立機関のガバナンスを受
けるため、本件からもｸﾞﾙｰﾌﾟ内の安価
な電力を有効的に利用する事ができ
ない。その為、グループ企業で資本・
人的交流・原料の融通等などがある
連結決算企業グループ内で行う電力
供給に限った規制緩和を要望するも
のである。

ｄ －

ご要望の主旨は、資本・人的交流・原料の
融通などがある連結決算企業グループ内で
グループ内の安価な電力を有効に利用する
ため、電力会社の送電網を利用したいという
ことであると理解するところ、電気事業法で
は自らが特定規模電気事業者となることに
よって、託送制度を利用して一般電気事業
者の送電網を介してグループ内外の企業へ
電力を供給することが可能である。
なお、電気の売買価格は自由に決定するこ
とができ、中立機関により自由な価格決定を
妨げられることはない。（中立機関は送配電
業務の実施に関する指針の策定等を行う機
関である。）

石油化学工
業協会

16 Ａ
特定供給に関する電気事業
法上の規制の緩和

電力会社の送電ネットワークを介
して、特定供給を可能にして欲し

い。

グループ会社の中には、余剰電力を
保有している会社があり、現状場所
が離れていることから、その余剰電
力を活用する事が出来ない状況であ
る。その為、電力会社の送電網ネット
ワークを介し、コンビナートの共同発
電所を通して受電する事が可能とな
れば、新たに設備投資をする事無く、
より安価な電力を使用する事が出来
る。また、グループとしても競争力を

高める事が出来る。

（１）親子関係が成り立っている会社間各所での
余剰電力を、電力会社の送電網ネットワークを
介し、離れた場所においても既設の送電線を利
用して受電したい。（新たな自営線を設けること
なく、コンビナート等の共同発電所等を介して受

電したい)
（２）昨今電力料が値上がりしており、余剰の安

い電気を購入できる

電気事業法17条
電気事業法施行規則20条
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5060A 5060001 z15024
経済産
業省、

工場立
地法施
行令第
1条
工場立
地法施
行規則
第3条、
4条

①工場立地法施行令第1条
において、電気供給業に属
する発電所で水力又は地熱
を原動力とするものについて
は、工場立地法の適用除外
とすることを規定している。
②緑地とは、工場立地法施
行規則第3条に規定する土
地又は建築物屋上等緑化施
設をいい、環境施設に含ま
れる。（要望主体が言う「緑
地施設」という概念は法律上
存在しない。）緑地以外の環
境施設とは、工場立地法施
行規則第4条に規定する工
場等周辺の地域の生活環境
の保持に寄与するように管
理されているものをいう。

①ｂ
②ｄ

①Ⅱ
②－

①太陽光発電施設の適用除外につい
ては、現在、工場立地法の対象となる
施設は存在しないところであり、今後、
電気供給業としての当該施設の導入
の動向を踏まえつつ、検討していくこと
としたい。
②太陽光発電施設を環境施設とする
ことについては、生産工程で利用され
る電気を発電し、生産活動に直接的に
関与する施設については、環境施設と
することは困難であるが、これとは別
に、例えば、工場の輻射熱の減少、延
焼遮断等を図る地域の防災対策の推
進に資する施設である等工場の周辺
の地域の生活環境の保持に寄与する
と認められるような利用がなされてい
る施設であれば、環境施設に該当す
る。

－ -
太陽光発電
協会

1 Ａ
太陽光発電施設を工場立地
法の特定工場の除外規定
に加え、「緑地施設」とする。

工場立地法に定める
①「特定工場」の除外規定の対象

拡大
②「緑地施設」の対象拡大

現在、工場立地法の「特定工場」除
外施設として、電気供給業の水力、
地熱発電所が指定されているが、そ
れに加え、太陽光発電施設も除外施

設とする。
そして太陽光発電施設はその地球温
暖化対策効果（ＣＯ２の吸収、排出抑
制）から、緑地施設と見なす。

太陽光発電施設は、自ら騒音や排煙など周囲
環境へ悪影響を与えるものでは無く、むしろそれ

自身が環境に配慮された施設である。
そして、従来から工場立地法にて認められてい
る「緑地等に関する効果・機能」として「地球温暖

化対策」に資する機能を有している。
さらに、既存のエネルギー代替機能を有するも
のであることは、ＣＯ２排出を抑制し、地域環境
づくりに貢献していると言える。それは、また周
辺地域に企業としての社会的責任を示すもので
あり、地球環境保全の重要性を意識させる大き

な啓発効果をもつと言える。

①工場立地法第６条１項、工場
立地法施行令第一条

②工場立地法第４条、工場立
地法施行規則第３条

5062A 5062001 z15025

警察
庁、法
務省、
外務
省、文
部科学
省、厚
生労働
省、経
済産業
省、

出入国
管理及
び難民
認定法
出入国
管理及
び難民
認定法
施行規
則

フィリピンとのＥＰＡにおいて
は、本年９月９日に首脳間で
署名を行い、看護師候補生
及び介護福祉師候補生を受
入れるべく、発効に向けた準
備を行っている。

e -

今後行われるＥＰＡ交渉について規制
が存在するわけではないが、今後の交
渉、政府間協議において、看護師候補
生及び介護福祉師候補生をはじめ、あ
らゆる職種における専門的、技術的分
野の人材を積極的に受入れるよう取り
組んでいきたい。

　「留学生について、生活環境面を含
め、わが国における就職を支援する環
境を整備されたい」との要望に対し、
「措置の概要」において、「経済財政運
営と構造改革に関する基本方針
2006」（平成18年７月７日閣議決定）の
うち、第２章１．（５）①「アジア人財資
金（仮称）」構想の具体的事業の検討」
との記載に係る現在の検討状況を示
されたい。

e －

日本企業に就職を希望する留学生への産
業連携の専門教育、日本語教育、就職活動
支援からなる人材育成プログラムの開発・
実施支援を行うべく平成１９年度予算案とし
て３０．５億円を計上。

日本商工会
議所

1 A
外国人労働者の受入れ拡
大                                 ①
専門的技術分野の人材

知識・技能を有する優れた専門的
技術的分野の外国人労働者につ
いて、在留資格認定要件の緩和
や在留期間延長など制度の見直
しや手続きの合理化・簡素化を行
われたい。また、経済連携協定
（ＥＰＡ）に向けた政府間協議にお
いて、看護士、介護士等の日本で
の受け入れ緩和について、日本
語および専門分野での能力確保
を前提に、受け入れの道を開くべ
きである。併せて、留学生につい
て、生活環境面を含め、わが国に
おける就職を支援する環境を整

備されたい。

国際競争の激化および少子高齢化の急速な進
展の中で、わが国の経済・産業を活性化させ、
持続的な成長を維持していくために、外国人労
働者の受け入れは重要な戦略のひとつであり、
特に、左記の事項に重点的に取組んでいただき

たい。

出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法施

行規則

5064A 5064003 z15026
経済産
業省、

「軽油
周辺油
種への
識別剤
添加に
ついて
（平成2
年5月
11日付
け資油
部第45
号）」

民間事業者の自主的な対応
により、Ａ重油および灯油へ
識別剤(クマリン)を添加して
いる。

ｂ Ⅳ

現在、民間事業者の自主的な対応に
より識別剤を添加し、関係府省及び都
道府県とも連携することにより、不正
軽油による脱税等の防止に十分寄与
しているところ。
要望のあった件については、Ａ重油お
よび灯油に添加している現行識別剤
について、除去により硫酸ピッチなど
が発生せず、安全性・除去耐性に優れ
た新識別剤の研究開発を推進してい
るところ。

研究開発のスケージュールを明確にさ
れたい。

ｂ Ⅳ

これまで研究・開発を行ってきた新識別剤候
補物質については、有識者から人体への安
全性について疑義があるほか、ファンヒー
ター等灯油燃焼器具に悪影響を及ぼすこと
が判明したため、現在は、当該物質の研究・
開発を断念し、他の候補物質を選定作業を
行っているところであり、研究開発のスケ
ジュールを予め確定することは困難。

東京都 3 A 不正軽油対策
不正軽油製造根絶のため、安全
かつ除去が困難な新識別剤の開

発等の対策の実施

不正軽油の使用に伴う大気汚染や
不正軽油を製造する過程で副産物と
して発生する硫酸ピッチの不法投棄
の問題などが顕在化している。
　このような不正軽油による環境悪
化を防止するとともに、不正軽油の
製造を根絶するため、生活環境や人
の健康に影響が無く、除去の困難な
新たな識別剤を早急に開発し、関係
省庁が一体となった実効性ある対策

を講じること。

①現行の識別剤であるクマリンについては、不
正軽油の製造技術の進化により除去コストが安
くなったため不正軽油が流通し、また、クマリンを
除去する際に発生するタール状物質である硫酸
ピッチの不法投棄による環境汚染を各地で引き

起こしている。
②クマリンに代わる新たな識別剤の導入により、
不正軽油の製造抑止を図るべきである。

　国は、不正軽油に係る環境や人体への影響、
社会的・経済的損失が多大であることを十分に
認識し、関係省庁が一体となって不正軽油の製
造、利用や識別剤除去に伴う廃棄といったあら
ゆる段階における対策を講じていく必要がある。
また、不正軽油の製造防止に極めて有効な新た
な識別剤の早期開発に取り組むことを要望す

る。

廃棄物処理法

5071A 5071008 z15027
経済産
業省、

・中小企業
金融公庫法
附則第７項
・中小企業
総合事業団
法及び機械
類信用保険
法の廃止等
に関する法
律附則第８
条第１項
・機械類信
用保険法第
３条の２、第
８条第２項、
第９条第２
項、第１１条

・機械類信
用保険（リー
ス信用保険）
包括保険約
款第２０条第
２項、第２１
条
・機械類信
用保険管理
債権整理等
実施要領
（平成18年9
月12日付け
中公保一第
3号）第５条
第１号及び
第２号、第６
条第１項

　機械類信用保険については、平
成15年4月1日を以って廃止された
ところであるが、機械類信用保険
法廃止前の保険関係（以下「旧保
険関係」）については、既に成立し
ている当該旧保険関係に係る具
体的な私人間の権利及び義務を
保護する観点から、引き続き中小
企業金融公庫が保険金の支払及
び回収金の回収等の業務（機械
保険経過業務）を実施している。
　前回の全国規制改革及び民間
開放要望を受け、平成１８年１０月
から、機械類信用保険の保険金
支払いの対象となった残債権につ
いて、回収に努めた結果、今後回
収が見込めないものとして一定の
基準を満たす管理債権について、
被保険者からの届出により整理
又はサービサーへの譲渡が認め
られた。

ｃ －

今回の要望事項については、以下の理由か
ら「全国規模で対応不可」であると考える。
①現行の管理債権整理制度（管理債権譲渡
を含む。以下同じ。）は、前回の全国規制改
革及び民間開放要望を受けて実施されたも
のであるが、当該制度は管理債権整理の実
効性の観点からだけではなく、保険運営上の
必要性の観点からも被保険者の一定程度の
回収努力義務の履行を求めたもの。
②機械類信用保険は、保険者の回収コストを
保険料に含めないことによる保険料の低減
化を図るため、保険金支払後も保険代位をせ
ず、引き続き債権の回収及び当該回収金の
てん補率に応じた公庫への納付義務を被保
険者に課す保険制度。今後も一定程度の被
保険者からの回収納付（回収率）を確保する
必要があることから、安易な管理債権整理は
保険収支上の深刻な悪影響を及ぼす危惧が
ある。
③このため、平成18年10月から実施した管理
債権整理制度の効果・影響等をしばらくの間
見極める必要があり、本要望についてはその
後検討することとしたい。

－ -
社団法人リー
ス事業協会

8 A
機械類信用保険（リース信
用保険）付債権の整理及び

譲渡要件の緩和

機械類信用保険の管理債権の整
理及び譲渡については、平成14
年12月に「中小企業総合事業団
法及び機械類信用保険法の廃止
に関する法律」が成立して以降の
規制緩和要望の結果、平成18年
10月に条件付で認められることと
なったが、更なる緩和を要望す
る。要件のうち以下の点について
は条件からの除外を求めたい。
管理債権譲渡要件（イ）支払対象
機械類又は担保を処分しているこ
と＜効果＞「債権整理」「債権譲
渡」がより促進され、実効性が上

がること

「債権整理」及び「債権譲渡」が可能となったこと
は前進であるが、実効性を上げるためには上記
要件は除外すべき。リースについては、物と債
権が一体化している。不良債権処理に先立って
モノの処分をするよりも、モノと一体としてサービ
サー宛処分する方が回収額が　大きくなる例も
多い。従って（イ）の条件を外すべきと考える。

中小企業金融公庫平成18年9
月12日付「機械類信用保健管
理債権整理等実施要領の制定

等について」
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5071A 5071010 z15028
経済産
業省、

法第２７
条

販売をする際にも、危険な電
気用品を排除し、消費者の
手に渡らないようにするべ
く、当該法律に該当する電気
用品を販売する場合は、表
示が付されているものでなけ
れば、販売してはならないと
規定されている。

c -

販売とは所有権の移転をもって成立す
ると考えることが妥当である。したがっ
てリース契約においても所有権の移転
が発生した時点を販売ととらえること
が適切であり、ご要望の点については
受け入れられない。

現状のリース制度は実質的には機器
の利用者が機器の料金を分割払いし
ているのと変わりない。会計上のファ
イナンスリースも実態に即して今後見
直される見通しである。したがって形
式的な所有権の移転を基準とせず、
実質的に所有が利用者にわたった時
点と考えるべきである。逆に、リース会
社の所有する古い機器を、従来通りの
ファイナンスリースをする場合は、電気
用品安全法上の処理を必要としないこ
ととなり、安全面で問題があるのでは
ないか。

c -

仮にファイナンスリース取引の開始時点を
もって販売が成立したとみなした場合、例え
ば借主が倒産等の事由によりリース債務の
返済が不可能となったときには、貸主である
リース会社が他者への販売を含めたリース
物件の処分を行うことなるため、リース開始
時点を販売成立とみなしたこととの不整合
が生じる。このような事例が想定されること
から、法の施行にあたっては実質的な所有
権の移転という基準ではなく、法的所有権の
移転をもって販売が成立したと判断するの
が適当である。

社団法人リー
ス事業協会

10 A
電気用品安全法規制対象
物件の範囲見直し

購入選択権付リース等において、
リース終了物件を借主へ販売す
る場合は、電気用品安全法の販
売規制の対象外とすること。

３R（リデュース・リユース・リサイク
ル）の推進が図れる。

リース物件を借主に売却する場合は、当該借主
における電気用品安全法の対象製品の使用実
態が何ら変わるものではなく、現実の引渡しは
リース契約当初に行われている。電気用品安全
法の解釈では、「販売することとは、対価を受け
ることを条件として当該電気用品を他人に譲り
渡すことであり、当該電気用品を現実に相手方
に引き渡した時に違反行為が完成する」とされて
いるが、前述のとおり、リース契約当初にすでに
現実の引渡しが行われており、それが販売規制
の猶予期間内であれば、リース終了時点（借主
への売却）が猶予期間後であっても本法の販売
規制の対象外とすべきである。また、同法の中
古品への適用については、再検討が必要である

と考える。

電気用品安全法
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業省、

割賦販
売法

割賦販売法では、法律の適
用範囲について、取引形態
毎に定めており、２者間取引
など、その取引に応じて適用
除外としているところ。

ｃ -

割賦販売法については、取引形態毎
に各種規定の定めているところであ
り、消費者保護の観点から設けている
クーリングオフ規定、即時解約の規定
等については、事業者間取引について
は適用除外としている。また、２者間契
約となる割賦販売については、特にト
ラブルが生じていないこと、事業者間
の自主的な取決めにより適正化が図
られるべきであることから指定権利、
役務を一律に適用除外としているとこ
ろである。ただし、基本的な書面交付
義務等の規定ついては、割賦販売取
引等の契約内容が複雑になることに
かんがみ、契約内容を明確にし、もっ
て購入者等の保護を図るため、さらに
は、買主となる事業主の中には購入目
的が業務用か個人用・家庭用である
か明確にならない個人事業主も含ま
れることからも、当該規定は必要であ
る。

－ -
社団法人リー
ス事業協会

11 A
割賦販売法における買主の
属性に伴う適用除外の拡大

割賦販売法では、買主による購
入が事業目的か否かで一部の保
護規定（クーリングオフ・即時解除
の制限）については適用除外が
設けられているものの、基本的に
は、消費者・事業者（法人）の区
別はなく、相応の規模を有する事
業者（法人）であっても、形式的に
法に定める取引形態・取引対象
（指定商品等）に該当すれば、割
賦販売法に基づいた対応を求め
られる。相応の規模の事業者（法
人）は割賦販売法の適用除外と
し、割賦販売業者と買主との個々
の契約条件に委ねることにより、
事業者間のバランスにも即した取
引となり、取引の推進にも資する

ものと思料する。

形式的に割賦販売法の適用を受ける取引であ
れば、専門知識・交渉能力共に遜色の無い相応
の規模の事業者（法人）を買主とする取引であっ
ても、割賦販売法の適用を受け、手数料率の掲
示や、契約解除時の清算規定などが適用される
ことになる。相応の規模の事業者にまで保護す

る必要性があるかは疑問である。

割賦販売法・同施行令・同施行
規則
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割賦販
売法

割賦販売法では、リボルビン
グ方式の書面交付義務を法
律で定めているところ。

ｃ -

リボルビング方式については、個品割
賦購入あっせん方式、総合割賦購入
あっせん方式の支払方法と異なり、購
入した商品の代金等の合計額を基礎
として、あらかじめ定められた方法によ
り算定して得た一定の額を、あらかじ
め定められた支払時期ごとに支払って
いく方法である。よって、契約時には支
払期間・支払回数が定まっておらず、
消費者保護の観点からも書面の交付
は必要である。

－ - 沼本久 3 A

クレジットカードでショッピン
グリボの取組みがある場合
でも、紙の明細書の発行の
省略を認めてほしい。

現在は、クレジットカードでショッピ
ングリボの取組みがある場合は、
必ず紙の明細が発行される。しか
し、一括払いなら省略を認めてい
るので、リボも認めてほしい。

紙資源の節約、それにカード会社のコストの節
約になり、ひいては消費者の利益になる。

貸金業の規制等に関する法律

JCBカードの返答では、法律
によってリボの取組みのある
場合は紙の明細は省略できな

いといわれた。


